
行 財 政 

 

１ しごとの仕方改革の推進 

より効果的な政策を立案できるよう、令和 7 年 3 月に策定した「新京都戦

略」の「しごとの仕方改革編」に基づき、公民連携などの多様な主体との協

働や、地域のニーズに応じた公共資産や公共空間の活用、業務改善の推進や

デジタル環境の整備等による市役所のアップデート、創造的に市政を改革す

る職員・組織づくりに取り組みます。 

⑴  多様な主体との協働 

公共課題が複雑化・多様化する中、市民、地域、NPO、民間事業者、大学

などの多様な主体と協働し、それぞれの専門性や資源を活かすことで、課題

解決や市民サービスの向上等を図ります。 

そのため、指定管理者制度の運用の見直しや、外郭団体との政策連携の強

化等に取り組んでまいります。 

⑵  公共資産・公共空間のフル活用 

ア 概要 

    学校跡地をはじめとする保有資産については、人口増加、雇用創出、

地域の活性化など、市全体に効果が波及するような活用を図っていくこ

とが重要と考えております。保有資産の活用によって、政策ニーズの実

現、より魅力的なまちづくりにつながるよう、新京都戦略に基づき、全

市的な観点から有効な活用方法について検討し、より一層戦略的な活用

を進めてまいります。 

  イ 学校跡地活用  

    統合により生み出された学校跡地については、本市全体の発展や都心

地域の再生に資する跡地活用となるよう、平成 6 年 8 月に策定した「都

心部における小学校跡地の活用についての基本方針」に基づき、芸術セ

ンター、国際マンガミュージアムなど、多種多様な施設を整備してきま

した。 

  平成 23 年 11 月には、学校統合の進展や本格的な活用に至らなかった

跡地の状況などに対応するため、新たに「学校跡地活用の今後の進め方
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の方針」を策定し、本市事業に加え、公共的・公益的な団体による事業

や民間事業による活用も可能としました。この方針に基づき、平成 24

年 7 月からは、学校跡地を長期にわたり全面的に活用する事業を対象と

して、民間等事業者からの提案を広く募集し、平成 27 年 6 月には、事業

者のニーズを集約し、地域がより主体的に参加できる仕組みとして、「事

業者登録制度」を導入しました。 

現在、5 校の学校跡地（元清水小学校・元立誠小学校・元白川小学校

（元粟田小学校）・元植柳小学校・元新道小学校）で事業者と土地貸付契

約を締結しており、令和 7 年 2 月には、元新洞小学校において契約候補

事業者を選定し、京都市、事業者、地元の三者による事前協議会を設置

し、事業化に向けた合意形成のための協議を行っています。 

元清水小学校：宿泊施設（令和 2 年 3 月オープン） 

元立誠小学校：文化・商業・宿泊の複合施設（令和 2 年 7 月オープン） 

元白川小学校（元粟田小学校）：宿泊施設（令和 4 年 7 月オープン） 

元植柳小学校：宿泊施設（令和 5 年 9 月オープン） 

元新道小学校：宿泊施設（工事中） 

今後も本市の政策課題や地域の活性化に資する活用の実現に向けて取

り組んでまいります。 

  ウ 公共施設マネジメント 

    「京都市公共施設マネジメント基本計画」（平成 27 年 3 月策定、令和 7

年 3 月改定）に基づき、効率的かつ効果的な維持修繕による長寿命化や

施設保有量の最適化など、公共施設を資産として最適に維持管理し、有

効活用を図る取組を全庁的に進めています。 

    人口減少等の社会情勢の変化を踏まえて不断に点検し、時代に合った

施設機能の見直しを進め、そのうえで、まちの活性化や、地域の人材交

流拠点の必要性の高まり等を踏まえた、より戦略的な活用を重視した取

組を進めてまいります。 

    庁舎施設（市民利用施設、庁舎等）については、施設類型別計画（個

別施設計画）である「京都市庁舎施設マネジメント計画」（平成 29 年 3

月）により、長寿命化と保有量の最適化に関してより具体的な取組を進
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めています。 

⑶  市役所のアップデート 

「行政に誤りはない」とする無謬性にとらわれず、業務プロセスを見直し、

市民参加型の新しいワークスタイルを創造することで、より効率的で、市民

ニーズに応じた迅速な対応を図ります。 

現場発の業務・サービス改善に取り組むことに加え、事務事業評価につい

ては、事業の見直しや改善につながるような効果的な評価制度への見直しを

図ります。また、DX 推進による業務の効率化や市民サービスの向上を図る

とともに、その基盤となる職場のデジタル環境を整備します。 

⑷  創造的に市政を改革する職員・組織づくり 

本市では、令和 7 年 3 月、「新京都戦略」に掲げる取組を着実に進めてい

くため、新たに「京都市人材育成・組織活性化計画」（令和 7～11 年度）を

策定し、本市の人材育成・組織活性化に係る方針と具体的な取組を定めまし

た。 

また、令和 6 年度に全庁的に不祥事が発生したことを受け実施した人事管

理・組織風土に係る全庁的な点検の結果判明した課題等も踏まえて、新たな

「京都市職員コンプライアンス推進指針」を策定しました。 

本計画及び指針に基づき、創造的に市政を改革・けん引できる職員の確

保・育成及び全ての職員がいきいきと安心して活躍できる組織づくりを推進

するとともに、規範意識向上とコミュニケーション充実によるコンプライア

ンスの推進に向けた各種取組を推進しています。 

具体的には、有為なＤＸ人材の確保・育成をはじめ、社会の変化に対応で

きる職員の能力開発・成長支援、自由闊達な議論から政策を生み出す組織風

土の醸成をはじめ、職員の行動規範の再定義や管理職員のマネジメント意識

の変革などに取り組んでおり、また、コンプライアンス推進月間等の各種取

組を継続して実施することで、引き続き、創造的に市政を改革する職員・組

織づくりに取り組んでまいります。 

 

２ ふるさと納税・企業版ふるさと納税 

ふるさと納税による財源確保に取り組んでいます。返礼品の充実をはじめ、
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ふるさと納税ポータルサイトを活用した PR などを通じ、さらなる寄付獲得を

図ります。 

また、企業版ふるさと納税についても、寄付獲得に向け京都に縁のある企

業へのアプローチなどを進めます。 

 

３ 課税自主権の活用 

本市では、政策目的の達成のための一つとして活用する場合や、歳入歳出

の改革を徹底する中でも、本市独自の財政需要を賄うための財源を確保する

必要がある場合に、新税、超過課税等の課税自主権の活用を検討することと

しており、そのための附属機関として、「京都市持続可能なまちづくりを支え

る税財源の在り方に関する検討委員会」を設置しています。 

本検討委員会の答申を経て、現在は、市民・観光客・事業者三者の満足度

が高く、新たな魅力や価値の創造等にもつながる「持続可能な観光」の実現

に向けた施策に要する財源を確保するため、宿泊税の税率引上げに向けた取

組を進めています（令和 7 年 2 月市会で条例改正。総務大臣の同意が得られ

た場合、令和 8 年 3 月 1 日以降の宿泊から新税率を適用予定）。 

また、「非居住住宅利活用促進税」の課税開始に向けて、引き続き、詳細な

事務運用基準の策定や課税システムの開発に係る調査・検討等を進めるとと

もに、課税開始前から空き家等の利活用を促進できるよう、周知・広報に取

り組んでまいります。 

 

４ 危機管理・防災・減災 

⑴ 危機管理分野 

地震・風水害といった自然災害や大規模事故だけでなく、テロ災害や予 

期せぬ危機事象など、あらゆる危機の発生に的確に対応するため、「危機管

理監」及び「防災危機管理室」を設置するとともに、危機のレベルとその

対応体制、危機発生時の情報処理の基本などを明示した「京都市危機管理

基本計画（危機管理対応指針）」を策定し、より迅速で、より実効性のある、

全庁的な危機管理体制を構築しています。 

また、この基本計画に基づき、局等が各々で所管する事務に関連する危
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機に具体的に対応するための「危機管理計画」を策定・運用するなど、全

庁を挙げて市民の生命、身体、財産を守る体制を整備しています。 

令和元年 12 月には、様々な危機事象への対策本部として、情報の収集・

整理・伝達、対策の立案、決定、指示を一元的に行う「京都市危機管理セ

ンター」を京都市役所分庁舎 4 階に設置し、運用しています。 

ア 国民保護 

 国民保護法において、地方公共団体の国民の保護のための措置に関す

る責務について定められていることから、本市においても、国民保護に

関する諮問機関である「京都市国民保護協議会」を設置するなど体制を

整備しています。また、京都市国民保護協議会での審議や市民の皆様か

らの意見を踏まえ、「京都市国民保護計画」を策定し、万一の大規模テロ

や武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を保護するための仕組

みを構築しています。 

⑵ 防災分野      

本市では、地震被害想定や地域防災計画に基づき、防災対策を着実かつ

迅速に進めています。 

また、自助、共助、公助の基本理念に基づく市民、事業所、地域、行政

の役割を明確にするとともに、「自らの身の安全は自らが守る」、「自らのま

ちは自らが守る」を基本とした市民と行政との協働による防災まちづくり

を推進するとともに、災害応急活動体制等の整備拡充に取り組んできました。 

平成 24 年 4 月には、有事における災害対応や復旧等を進めていくための

全庁横断的な調整力・指導力の強化を図るため、防災危機管理室を消防局

から行財政局へ移管するとともに、地域防災力の強化に向け、全ての区役

所・支所に地域防災係長を配置しました。また、平成 26 年 4 月には、平成

16 年 4 月から防災危機管理室に兼職・併任としていた各局等の庶務担当部

長等に加えて、全区役所・支所の地域力推進室長及び同室地域防災係長を

防災危機管理室に兼職としました。 

なお、令和 2 年 4 月には、災害救助法における救助実施市の指定を受け、

大規模災害時における被災者の救助の円滑かつ迅速な実施を図る体制を整

えました。 
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ア 防災会議 

 京都市防災会議は、災害対策基本法第 16 条の規定に基づき設置してい

るもので、京都市と府や国の機関、ライフライン関係事業者などの防災

関係機関で構成されています。 

 防災会議では、地域防災計画を作成し、毎年検討を加えて必要がある

と認めるときはこれを修正し、また、その実施の推進、総合防災訓練の

実施や防災に関する重要事項の審議等を行います。 

イ 地域防災計画 

 京都市地域防災計画は、市民の生命、身体及び財産を災害から守るた

めに、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき京都市防災会議において作

成しています。 

 この計画は、災害の防止と被害の軽減に向けた総合的な防災対策をま

とめたもので、災害時における行政と市民の役割を明確にし、地震災害

をはじめ、台風や集中豪雨等による風水害、土砂災害、突発的な重大事

故や原子力災害などの各種災害に備えた計画としています。 

ウ 災害対策本部 

 京都市災害対策本部は、台風や集中豪雨等による風水害や突発的に重

大事故等が発生した場合又は発生するおそれがある場合、京都市域に震

度 5 弱以上の地震が発生した場合などに、災害対策基本法第 23 条の 2

第 1 項の規定に基づき市長が設置します。防災関係機関と連携して迅速

に的確な対応を行い、全庁体制で災害応急活動や復旧活動に取り組みます。 

 

 ⑶ 原子力災害対策分野 

ア 防災会議専門委員会（原子力部会）の設置 

  より専門的な知見に基づき、本市の原子力防災の推進を図るべく、平

成24年 6月に設置された京都市防災会議専門委員会の一つである原子力

部会において、「京都市地域防災計画 原子力災害対策編」の見直し及び

原子力災害対策の取組の推進について、検討や協議を行っています。 

イ 「京都市地域防災計画 原子力災害対策編」の策定 

  平成 24 年 10 月、国の原子力規制委員会により策定された原子力災害
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対策指針において、緊急防護措置を準備する区域（UPZ）が「原発から概

ね半径 30km を目安とする区域」と示されたことにより、本市では大飯原

発から半径 32.5km 圏内の左京区及び右京区の北部地域を UPZ と定め、平

成 25 年 3 月、同指針に準拠した「京都市地域防災計画 原子力災害対策

編」を策定しました。今後も、最新の科学的知見に基づき、逐次、本計

画の見直し、修正を行います。 

ウ 計画に基づく原子力災害対策の実施及び強化・充実 

 策定した計画に基づき、国、府、原子力事業者等との連携強化、原子

力災害情報の収集・伝達体制の整備、環境放射線モニタリングの強化・

充実、UPZ 地域における避難マニュアルの作成、原子力災害を想定した

防災訓練の実施、内部被ばく防護措置として安定ヨウ素剤の備蓄、市民

に対する原子力防災に関する知識の普及・啓発など、UPZ 地域の住民は

もとより、市民の生命、身体及び財産を守るため、原子力災害対策の取

組を推進しています。 

 ⑷ 防災・災害情報の収集、共有及び市民への周知 

 ア 情報の収集及び共有 

(ｱ) 京都市防災情報システム 

市及び区災害対策本部で災害被害情報、市内河川水位及び市内雨量

情報等の災害情報を共有できる京都市防災情報システムを導入してい

ます。 

(ｲ) オペレーションシステム等 

京都市危機管理センター内に、移動式大型マルチディスプレイ 2 機

を整備し、災害対策本部として収集する各種情報について、リアルタ

イムで必要な情報を複数選択し、同時に表示することで、対応の迅速

化と情報共有の強化を図っています。 

(ｳ) 情報共有システム 

令和元年度、LINE WORKS を導入することにより、自然災害をはじめ 

とする危機事象発生時における庁内での迅速かつ的確に情報共有でき 

る仕組みを構築しました。 

 

76



（エ） J－ALERT、Em-Net 

総務省消防庁から緊急情報を受信する全国瞬時警報システム（J－ 

ALERT）及び首相官邸の危機管理センターから直接緊急情報を受信する

緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）により、国民保護・危機事

象等に対応するための情報収集体制を整備しています。 

  イ 市民への情報周知 

(ｱ) インターネットによる情報提供 

防災情報の周知と緊急情報のリアルタイム発信のため、「京都市防

災ポータルサイト」等を運用しています。 

京都市防災ポータルサイトでは、地震・水害・土砂災害のハザード

マップなどの自然災害に備えるための防災情報や災害発生後のり災証

明・被災者支援に関する情報等を掲載しています。京都市域において

気象警報発表中は災害時緊急画面に自動で切り替わり、気象情報、河

川水位情報、土砂災害警戒情報等のほか、避難情報の発令状況等の緊

急情報を発信します。また、自動翻訳による多言語対応や、スマート

フォン・タブレット等に対応したフレキシブルデザインを採用してお

り、市民だけではなく外国からの観光客等に対しても、同様の防災情

報を提供しています。 

さらに、市民の投稿による災害情報の共有手段として、気象情報会

社ウェザーニューズ社との協定により、共同でウェブサイト「きょう

と減災プロジェクト」を運営しています。 

 (イ) 多メディア一斉送信システム及び避難情報伝達システムによる 

メッセージ配信 

事前に登録された自主防災会関係者に対し、固定電話又はファクシ 

ミリにより、気象警報や避難情報を伝達しています。また、平成 27 年

度からは、携帯電話で配信される緊急速報メールが受信できない高齢

者等の避難行動要支援者のうち希望者に対して、固定電話又はファク

シミリにより避難情報を伝達しています。 

  (ウ) 大型文字表示装置による情報発信 

京都駅前に設置の大型文字表示装置で国民保護情報、京都市の気象
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情報、地震情報を発信しています。 

 (エ) 緊急速報メール  

京都市内にある携帯電話等に対して直接メッセージを一斉配信する

ための携帯電話会社（NTT ドコモ、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイル）

のサービスを利用して人命にかかわる避難情報等を発信しています。 

(オ) 避難情報案内システム 

避難情報は学区単位で発令しますが、自分が住んでいる学区等が分 

からない市民等向けに、電話で自動音声応答システムの操作ガイダン 

スに従って郵便番号を入力していただくことにより、学区ごとの避難 

情報を案内しています。 

  ウ 被災者支援業務 

    大規模災害時に多数の「被災者」を迅速に認定するため、災害直後に

行う建物被害認定調査及びデータ化、り災証明発行と発行状況の管理、

被災者台帳の管理をトータルにサポートする「被災者台帳システム」を

平成 24 年度に導入し、京都市内で局地的に大きな被害をもたらした平成

25 年台風第 18 号による災害において初めて運用しました。 

 また、平成 30 年の大阪府北部地震を踏まえ、内閣府からの通知に基づ

き、建物被害が一部損壊の場合に限り、現地での調査を省略し、被災され

た方が撮影した写真等から判定を行う「自己判定方式」を導入し、迅速な

り災証明書の発行に努めています。 

 さらに、令和 5 年 6 月、市民の皆様の利便性向上を図るため、り災証明

書申請手続の電子受付を開始しています。 

 

５ 庁舎管理の推進 

市庁舎は、かつて耐震性能の不足をはじめ、執務室の分散化や狭あい化等

の多くの課題を抱えていました。これらの課題を解決するとともに、大規模

災害時の拠点施設としての機能を確保するなど、市民のための市役所づくり

を実現することを目指し市庁舎整備を進めてまいりました。 

平成 26 年度から本・西・北及び分庁舎の設計等を行い、平成 27 年度及び

平成 28 年度に公表した基本設計及び実施設計に基づいて、平成 29 年度に本・
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西及び分庁舎の建設工事に着手し、平成 31 年 3 月に西庁舎、令和元年 5 月に

分庁舎、令和 3 年 8 月に本庁舎、そして令和 7 年 2 月末に北庁舎が完成しま

した。 

令和 7 年度については、市民の安心・安全なくらしを守る防災拠点として、

適正な庁舎管理を推進するとともに、誰もが訪れやすく、利用しやすい開か

れた市庁舎として、市民の皆様に市庁舎整備の効果も実感いただけるよう引

き続き取組を進めてまいります。 

 

６ 効果的かつ効率的な債権回収の推進 

 平成 27 年 6 月に全庁が一体となって適正な債権管理の取組を推進していく

ことを目的として、債権管理対策本部を設置し、資力のある滞納者に対する

強制執行に向けた支払督促の実施のほか、債権管理・回収に携わる職員の育

成の強化等に取り組んでおります。 

また、平成 29 年 3 月に制定した京都市債権管理条例に基づき、債権の管理・

回収に関わる事務処理手順を統一及び明らかにすることにより、債権管理の

適正化を図っております。 

これらの取組を通じて、引き続き効果的・効率的な債権回収を推進してま

いります。 

 

７ 公契約基本条例に基づく取組の推進 

平成 27 年 11 月に施行した京都市公契約基本条例に基づき、公共事業の市

内中小企業への発注や、市内中小企業の下請参入を本市の方針として発信し、

市内中小企業の受注等の機会の増大に努めています。 

また、一定の公契約の受注者等に対し、労働関係法令の遵守状況について

の報告書の提出を義務付け、違反者には、その事業者名を公表する等の措置

を採ることにより、公契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保に取り

組んでいます。 

これらの公契約基本条例に基づく取組について、その実施状況を、公契約

審査委員会に報告し、様々な意見を聴取しながら、引き続き取組を推進して

まいります。 
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